
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さる９月１６日、防災・災害対策及び環境整備に関する一般質問を行い 

ました。本号では「大和斎場までの交通アクセス改善」についてお知らせ 

したいと思います。 

 超高齢化社会の到来は、すなわち多死社会の到来であり、大和斎場の利 

用環境も大きく変化することが予想されます。大和斎場は施設の老朽化な 

ど多くの課題を抱えている中で、環境の変化による社会的なニーズにも対 

応していかなければなりません。 

大和斎場の抱える課題の一つが、斎場までの交通アクセスであります。 

大和斎場にアクセスするには、葬儀社などがバスを手配する場合などを除き、利用できる交通機関は自家用車かタ

クシーしかなく、こうした環境は高齢化する利用者の移動に大きな不便を生じており、私も市民から何とかしてほ

しいと御相談をいただいたこともあります。私自身も鶴間駅や相模大塚駅から距離がある大和斎場までの移動に不

便さを感じたことがありますが、同じように不便さを感じたことがある方も多いのではないでしょうか。 

 

 

大和市議会議員  あかみね太一 （３４） 
【プロフィール】昭和 55年 11月 27日生まれ。   【討議資料】 

平成２７年、政党や組織の支援を一切受けずに大和市議会議員選挙に

挑戦し二期目の当選を果たす。古谷田議員、佐藤正紀議員、町田議員

と共に市議会で最も平均年齢が若い会派「明るいみらい大和」結成。 

妻とダウン症の７歳の娘（桜ケ丘小２年）、４歳の長男と２歳の次男

の５人家族。桜ヶ丘在住。防災士としても活動を展開中。 

【発行・連絡先】あかみね太一ｔｅｌ＆ｆａｘ ０４６－２６８－８３３０ 

〒242-0014 大和市上和田 985-4サンヴェール桜ヶ丘 201 

 

 

■不便さを解消するためには 

 

  市ではコミュニティバス「のろっと」や「やまとんＧＯ」を

運行しておりますが、大和斎場近辺を走るルートはありません。 

民間のバスが大和斎場の近くにある西鶴寺前にとまります

が、朝と夜に１本ずつの運行であるため、大和斎場利用者が使

用するには難しいと思います。 

右の図は大和市と地域の協働事業として行われている「のり

あい」のルートです。小さくて見づらいと思いますが、左下の

矢印の場所に大和斎場があり、現在のルートでも大和斎場付近

を運行していることがわかります。しかし「のりあい」を斎場

利用者が使用することは、その利用目的にそぐわないことから、

現状のままでは、大和斎場までのアクセス改善に活用すること

はできません。            （裏面に続きます） 

  

■一般質問～大和斎場へのアクセス改善～ 

 

 



 

出張防災講習を行います！ 

皆様からのご要望にお応えして、防災士の私達が無料で出張

防災講習を行います。少人数でもかまいません。 

機材はこちらで用意いたします。気軽にお問い合わせ下さい。 

あわせて皆様からの様々なご意見をお待ちしております。 

メールアドレス  info@akamine.tv 

ツイッター    ＠ａｋａｍｉｎｅｍｉｎｅ 

電話・Ｆａｘ    046-268-8330 
（恐れ入りますが、不在も多いので、ｆａｘやメールのほうが助かります） 

 

 

 

 
 

「みねスクエア」とは、自由に意見交換を行う少人

数の座談会です。予約や連絡、参加費用は必要あり

ません。お子連れでも大丈夫です。ぜひご気軽にご

参加下さい。 
●第６７回みねスクエア 
１０月１１日(日)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター ３０８会議室 
●第６８回みねスクエア 
１１月２２日(日)１６：００～１７：００ 
場所：桜丘学習センター  １０２和室 
●第６９回みねスクエア 
１２月２０日(日)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター ３０８会議室 
※公務や天候により日程が変更になる可能性があります。恐れ入り

ますが参加される際はホームページなどでご確認下さい。 
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大和斎場への交通アクセスを充実化する現実的な方法として考えられるのは、コミュニティバスのルート変更を

行い、鶴間駅もしくは相模大塚駅から大和斎場にアクセスできるルートを作ること、もしくは広域大和斎場組合、

以下組合といたしますが、組合による利用者向けの送迎バスの運行実施の２点です。 

大和市の事業であるコミュニティバスに関しては、市が独自にルート変更などの判断を行うことができますが、

大和斎場は組合が火葬場施設として大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の４市で管理運営を行っている施設である

ことから、大和市のみで送迎バス導入の可否を決定することはできません。その判断は組合が行うため、市は組合

に対して運行実施を求めていくことになります。 

そこで、コミュニティバスのルートを変更し、不便が生じている現状の改善を図る必要があること、組合が利用

者のために送迎用バスなどの交通手段を確保する必要があることについての２点質問を行いました。 

私の質問に対し健康福祉部長から「現状においては、おおむねアクセスに支障がないものと把握している。しかし個人

で来場される、特に御高齢の方の中に、斎場による送迎バスの運行などを求める声があることは承知している。今後、高

齢化の進行に伴い、こうした声が増してくることが考えられる。質問の相模大塚地域を運行しているコミュニティバスやまと

んＧＯの活用については、利用者の多くが相模大塚駅と市役所や市立病院等への往復に利用していることから、ルート変

更は難しいと考えている。斎場組合による送迎バス等の運行については、状況を見きわめながら、斎場組合及び組織市で

ある海老名市、座間市、綾瀬市と研究していきたい」と答弁をいただきました。 

大和斎場までの交通アクセスを改善するために現行のコミュニティバスのルート変更が難しいとなれば、組合が

送迎バスを運行することが最も現実的であると思います。組織市による研究の行方に注目しながら「のりあい」を

コミュニティバスに変更し新ルートに大和斎場を含めるなど、新たな提案していきたいと思います。 
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